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第６章 保存 
 

 

６－１．保存の方針	

 

（１）方針 

名勝水郷柳河の掘割は、白秋の見た風致景観を形づくる重要な構成要素であると同時に、治水・農

業用水の機能を持つ河川・水路（掘割）であり、行政・住民による継続的な維持管理及び改修の下に

維持されてきた。また、掘割沿いの４つの指定地についても、それらが風致景観の一部として維持さ

れてきた背景には、本来の用途・機能（北原白秋生家については往時の様子を伝える資料館としての

機能も含む。）を現在まで引き継いできたことが密接に絡み合っている。 

そのため、名勝としての観賞上及び学術上の価値の維持を念頭に置きつつ、その構成要素を凍結的

に維持するのではなく、掘割・北原白秋生家・三柱神社・並倉・沖端水天宮の各指定地の機能を維持

するための保存を行っていくとの視点が重要である。また、名勝指定地内の掘割の水面は全て公有地

であるが、隣接する敷地はほとんどが民有地であるため、掘割沿いの住民等の関係者との連携協力の

下に、本質的価値を表す諸要素の保存及びや風致景観の保全に取り組んでいくこととする。 

以上のような考え方に基づき、名勝水郷柳河の本質的価値の保存の方針を以下のとおり２点定める。 

 

 

①名勝水郷柳河が持つ「審美性」の維持 

 藩政時代の土塁、在来工法を用いた石積み、掘割沿いの樹木など、指定地の築造当時の様子や白

秋が見た風致景観を伝える構成要素については、可能な限り形態・意匠・構造の保存を図る。た

だし、掘割等の機能を維持する観点から、やむを得ない場合は、この限りではないが、風致景観

に負の影響を及ぼさないよう配慮する。 

 名勝指定地において、構成要素の現にある状態を変更し又はそれらの保存に影響を及ぼす事案

が発生した場合には、文化財保護法の規定に基づき、許可申請の対象とする。そのうえで、行為

の主体者との十分な協議を通じて、名勝の風致景観への影響をプラスの方向へと転じることが

できるよう努めるとともに、もしマイナスの影響が想定される場合には最小限に抑制できるよ

うにする。 

 

②名勝水郷柳河を支える「機能性」の維持 

 掘割を流れる水の水質を維持・向上させるための日常の維持管理を続けるとともに、流量・流速

を確保し、生物多様性にも配慮した整備に努める。 

 掘割沿いの指定地に関しては、今後ともその機能を維持できるよう所有者との協力の下に、構成

要素である建造物の復旧（修理）等を進める。 

 指定地の継続的な経過観察を実施するとともに、市民からの情報・要望を収集し、き損箇所等に

対して速やかに復旧（修理）等の対応を行う。 
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（２）指定地毎の方針 

（１）の方針を踏まえ、５つの指定地毎の保存の方針を以下のとおり定める。 

 

①掘割 

 掘割の骨格となるものは、水面（水そのもの）であり、今後とも水質・水量・水流が維持される

よう河川・掘割の清掃及び機能の維持改善に努める。 

 本質的価値を表す構成要素は時代ごとに変容しており、その変容パターンを「材料・材質」、「用

途・機能」、「形態・意匠」の性質から捉え（※次頁参照）、いずれか又は全てが維持されているも

のに関しては、可能な限りその性質を維持していくこととする。ただし、掘割の機能維持及び地

域住民の暮らしの変化への対応を目的とする改変の行為については、名勝の本質的価値を著しく

損ねることがないことを前提として許容するが、風致景観への配慮を行うこととする。 

 掘割に付属する工作物のうち、親水性を高める諸要素（汲水場・船着場・橋梁）については、老

朽化したものの復旧（修理）・更新を行うなど、可能な限りその場所に存続し続けるよう努める。 
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■掘割の構成要素の変容パターン毎の評価指標 

名勝の本質的価値を表す掘割の構成要素については、時代を経ても築造当時のまま現存している

もの、改修等を経て形態・使い方が変容したもの等、その性質は多様である。以下にそれらの変容

のパターンを示し、それぞれ①材料・材質、②用途・機能、③形態・意匠の３つの指標に基づく本

質的価値の評価を示す。 

表 6-1 掘割の構成要素変容パターン毎の評価及びその指標  

変容パターン 掘割の構成要素及びその評価・指標 
①材料 

・材質 

②用途 

・機能 

③形態 

・意匠 

ⅰ）築造当時か

ら 改 変 さ れ

ず に 維 持 さ

れ て い る 要

素（在来工法

に よ る 修 復

が 行 わ れ て

いる要素） 

柳川城の築城時代、白秋の暮らした時代に形成された工作物

の一部は、「材料・材質」、「用途・機能」、「形態・意匠」のい

ずれも維持している。 

（例）空石積み・土坡の護岸、石製・木製の汲水場等 

 

 

 

 

 

 

 

○ ○ ○ 

ⅱ）在来工法以

外 に よ っ て

改 変 さ れ た

要素 

掘割護岸の多くの部分、汲水場の一部は、経年劣化及び付随

する土地での建築行為に伴い、補修・改修が行われている。

それらは、「材料・材質」「形態・意匠」を失っているものの、

水利システムを支える「用途・機能」は維持している。 

（例）コンクリート製の護岸・汲水場・橋等 

 

 

 

 

 

 

 

× ○ × 

ⅲ）在来工法以

外 に よ っ て

改 変 さ れ た

が、修景され

た要素 

修景整備された護岸、自然素材を用いて新設された汲水場等

は、ⅱ）に加えて名勝の本質的価値を支える「形態・意匠」

を有しており、風致景観に寄与するものとして評価すること

ができる。 

（例）練石積み・擬石・化粧石を用いた護岸 

 

 

 

 

 

 

 

× ○ ○ 

ⅳ）築造当時か

ら 改 変 さ れ

ず に 維 持 さ

れているが、

本 来 の 用 途

を 失 っ た 要

素 

本来の「用途・機能」を失ってはいるものの、築造当時の「材

料・材質」及び「形態・意匠」を維持するものとして、現在

の風致景観に寄与している。 

（例）蜘蛛手棚、現在使われていない汲水場 等 

 

 

 

 

 

 

 

○ × ○ 
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②北原白秋生家 

 現在の用途は建造当初の用途とは異なっているが、現時点での用途を継続していくことを基本と

し、建造物の配置・外観等は変更しない。 

 公開活用に資する施設として、現状を安定的に維持できるよう必要な維持管理及び復旧（修理）

を行う。 

 庭園についても、庭木の剪定等の定期的な維持管理を行い、来訪者の快適性の創出に努める。 

 

③並倉 

 現在の用途を継続していくことを基本とし、特に本質的価値を構成する要素の建造物の配置・外

観等は変更しない。 

 掘割沿いの建築物は護岸と一体となった構造であり、建築物及び掘割の護岸のいずれか又は双方

について修復等を行う際には、両者の一体的な保存が確保できるよう配慮する。 

 主屋及び庭園については、所有者が生活を継続していくために必要な改変を許容する。特に庭園

における掘割との水系のつながりについては、名勝の本質的価値を表すものとして今後とも維持

する。 

 

④三柱神社 

 現在の用途の継続を基本とし、特に本質的価値を表す構成要素の建築物その他の工作物の配置・

外観等は変更しない。 

 境内の樹木については、特に実生木の伐採を行うことにより、樹林地としての良好な環境及び景

観を維持する。 

 敷地内の掘割及び遊歩道等は、本来の機能を維持・向上させるために必要な維持管理・復旧（修

理）を行う。 

 

⑤沖端水天宮 

 現在の用途を継続することを基本とし、建築物その他の工作物及び樹木等の配置・外観等は変更

しない。 

 社殿は掘割の護岸と一体となった構造であり、建築物及び掘割の護岸のいずれか又は双方につい

て復旧（修理）等を行う際には、両者の一体的な保存が確保できるよう配慮する。 
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６－２．保存の対象と地区区分	

 

（１）保存の対象 

名勝水郷柳河の保存を確実にするためには、第１に名勝指定地内を対象として適切な保存の方策を

定める必要がある。 

第２に、観賞上及び学術上の価値が高い風致景観を対象とする名勝の性質上、名勝指定地の風致景

観と緊密な関係を持つ直近の区域を対象として名勝指定地と一体的な保存を図る必要がある。特に、

名勝の骨格をなす掘割から視認の可能な区域については、名勝指定地の風致景観と密接なかかわりを

持つ区域として保存を行う。 

さらに第３には、その外側に広がる空間についても緩衝地帯及び柳河の都市形成を示す区域として

調査研究の対象とし、その良好な景観保全に努めることとする。 

 

（２）保存の地区区分 

上記の観点から、保存の対象地区を以下のように区分する。 

 

図 6-1 保存の地区区分の断面図（概念図／掘割周辺のイメージ）  

 

①第１種地区 

名勝水郷柳河の本質的価値を表す構成要素及び本質的価値を支える諸要素が存在する区域を「第１

種地区」とする。 

＜第１種地区Ａ＞ 

名勝の本質的価値を表す構成要素が存在する区域を「第１種地区Ａ」とする。 

文化財保護法に基づく名勝指定地であり、原則として現状維持を基本とする。 

＜第１種地区Ｂ＞ 

名勝水郷柳河の本質的価値を支える諸要素が存在する区域を「第１種地区Ｂ」とする。 

「第１種地区Ｂ」は、現時点では法規制上「第２種地区」又は「第３種地区」に含まれるが、今後

の名勝への追加指定を視野に入れ、可能な限り「第１種地区Ａ」に準ずる取扱いとする。所有者・管

理者の同意等の必要な条件が整い次第追加指定を行うとともに、白秋の作品にうたわれた風致景観を

含む区域についても今後継続して調査研究を行い、追加指定を目指すこととする。 
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②第２種地区 

「第１種地区」に隣接し、名勝指定地である掘割から視認できる区域を「第２種地区」とする。具

体的には、柳川市景観計画における重点地区の「城堀周辺地区」に相当する。 

「第２種地区」においては、景観法及び柳川市景観計画に基づき、名勝指定地の隣接地として良好

な景観・環境を維持・創出する。 

 

③第３種地区 

「第１種地区」及び「第２種地区」の周辺に広がり、名勝指定地と深い関連性を持つ城下町・漁村

の区域を「第３種地区」とする。かつての柳川城址及び城下町・漁村などが広がる区域であり、柳川

市景観計画における重点地区の「城下町地区」を包含する区域である。 

「第１種地区」及び「第２種地区」と一体となって景観を形成する区域であるとともに、今後掘割

とともにあるまちづくりを行っていく上での基礎となる空間的なまとまりを持つ区域である。 

 

 

図 6-2 保存の地区区分の平面図 
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